
栃木県災害福祉広域支援協議会運営要領 

 

第１条 目的 

この要領は、栃木県災害福祉広域支援協議会設置要綱に基づき、栃木県災害福祉広域  

支援協議会（以下「協議会」という。）の運営に関して必要な事項を定める。 

 

第２条 基本協定 

県は、チーム員の派遣について協力する協議会の構成団体と、栃木県災害福祉広域支  

援に関する基本協定（様式第１号）を締結するものとする。 

 

第３条 平常時の事務分掌 

（１）県 

ア 協議会が行う活動の周知・啓発に関すること 

イ 市町、関係機関、関係団体との協力連携体制の構築（事前協定を含む。）に関 

すること 

ウ チーム員の募集・登録に関すること 

エ チーム員登録者名簿の管理に関すること 

オ その他、協議会の運営に関して必要な事項に関すること 

（２）栃木県社会福祉協議会（以下「県社協」という。） 

ア 協議会が行う活動の周知・啓発に関すること 

イ チーム員の研修に関すること 

ウ チーム員登録者名簿の運用に関すること 

（３）構成団体 

ア 協議会が行う活動への協力・連携に関すること 

イ 協議会の活動に関する団体の会員等への周知・啓発、県との協力促進に関する 

こと 

 

第４条 大規模災害発生時の事務分掌 

（１）県 

ア 被害情報の収集に関すること 

イ チーム派遣の要否の判断、チームの設置、派遣の指示・要請に関すること 

ウ チーム員が行う活動に対する後方支援に関すること 

エ 費用負担に係る調整に関すること 

オ その他、チームの派遣に関して必要な事項に関すること 

（２）県社協 

ア チームの派遣調整及びチーム編成に関すること 

イ チームの派遣手続きに関すること 

ウ チーム員が行う活動に対する後方支援に関すること 

エ その他、チームの派遣に関して必要な事項に関すること 

（３）構成団体 

ア 会員にチーム員の派遣を促進するなど、県社協が行うチームの派遣調整に対す 

る協力に関すること 

イ チーム員の活動状況等の情報共有に関すること 

ウ その他、チームの派遣に関して必要な事項に関すること 

 



 

第５条 個人情報の保護 

協議会の運営にあたり取得した個人情報については、個人情報の保護に関する法律（平 

成十五年五月三十日法律第五十七号）その他関係法令、規程等に基づき、事務局の責任に 

おいて、適切に取り扱うものとする。 

 

第６条 費用負担等 

（１）県社協によるチーム員が行う活動に対する後方支援に要する次の費用は、県が負担 

する。 

   ア 後方支援に従事したことによる日当、超過勤務手当、旅費等の実費 

   イ その他の費用で、県が特に必要と認める費用 

（２）前項に基づく費用については、原則として、活動報告書の確認後に県社協に対し支払

うものとする。 

（３）県は、県社協の後方支援に伴う事故等に対応するため、後方支援に従事する者を対象 

とする傷害保険に加入し、その保険料は県が負担する。 

（４）チームの活動に要する費用負担等については、別途「栃木県災害福祉支援チーム設置

運営要領」に定める。 

 

第７条 補足 

  この要領の実施に関し必要な事項は、事務局が別に定める。 

 

  附則 

 この要領は、平成 30（2018）年９月７日から施行する。 

 

  附則 

 この要領は、令和２（2020）年４月１日から施行する。 

 


